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○

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

（
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
十
三
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
方
針
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針

第
十
三
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
方
針
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針

及
び
前
条
に
規
定
す
る
基
本
取
扱
方
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

及
び
前
条
に
規
定
す
る
基
本
取
扱
方
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
二
十
四

（
略
）

一
～
二
十
四

（
略
）

二
十
五

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
法
第
百
十
五
条
の
二
十
三
第
三

二
十
五

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
法
第
百
十
五
条
の
二
十
三
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
か
ら
指
定
介
護
予
防

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
か
ら
指
定
介
護
予
防

支
援
の
業
務
の
委
託
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
業
務
量
等
を
勘
案

支
援
の
業
務
の
委
託
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支

し
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
行
う
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
業

援
事
業
所
ご
と
に
、
所
属
す
る
介
護
支
援
専
門
員
の
数
に
八
を
乗
じ
て
得

務
が
適
正
に
実
施
で
き
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
数
を
、
委
託
を
受
け
る
件
数
（
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
、
指
定

介
護
予
防
支
援
事
業
者
か
ら
、
離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
住
所
を
有
す
る
利
用
者
に
係
る

指
定
介
護
予
防
支
援
の
業
務
の
委
託
を
受
け
る
件
数
を
除
く
。
）
の
上
限

と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
業
務
量
等
を
勘
案
し
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
者
が
行
う
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
業
務
が
適
正
に
実
施
で
き
る
よ

う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


